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貸金行政の 現 状 につ い て

　　　　　　　　　 野崎 　英司

金融庁監督局総務課金融会社室

金 融会社 室 は、主 と して 貸金 業者 に対す る監督を行 っ て い ます。実際に監督 して い る の

は財務局で すが、金融庁は それを総括す る仕事 を行 っ て い ます。また金融庁の 組織で い い

ます と、貸金業法の 法改正や多重債務問題 に関す る
一

連の 対応は 総務企画局 が 担当 し てお

り、私 の 部署はそ うした業務につ い て側 面的に支援する立場 にあ ります 。

　本 口は貸金業者 の 現状に つ い てお配 りし て い る資料 に沿 っ て お話 し させ て い ただ きた い

と思 い ます 。 最初に改正貸金業法 の 経緯で すが、資料 の 1〜3ペ ージ に記載 して い ます。改

正貸金 業法が完全施行 され て 1年以上経過 し ます が、こ の 機会に そ の背景 に関 して も う1度

お さらい し て お きた い と思い ます。

多重 債務問題 と平成18年 の貸金業法改正
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　貸金 業法を平成 18年 に改正 しま した が 、そ の 時 点 で 貸付残 高は 13．8兆 円 、 少 な く とも国

民の 10人 に 1人 が消費者金 融 を利用 し て い る と い う巨大 な貸金 市場 が形 成 され て い る中 で 、

多重債務問題が 深刻化 し て い ま した。資料 の 1ペ ージ にあ ります よ うに 、平成 19年 2月 時点

で 5件以上 借入 の ある消費者金融利用者が 180万人 、こ れ らの 人 々 の 平均借入総額が 240万
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円 とい うこ と で 社会 問題化 し て い ま し た。

　そ の 中で も特 に大 きな問題で あ っ た と言われ る の は、高金利や過剰貸付が 行われて い た

こ と。 商品性 とい うこ とで 、主 と して リボ払 い の よ うな金利負担 を認 識 しな い 返済 シ ス テ

ム 。そ し て 私 の 前の 報告で も議論 され て い ま した が 、借 り手 側 の 金融知識 ・計 画性 の 不 足 。

こ の よ うな問題が あ り貸金 業法の 抜本 的な改正 を行 い ま した。

そ の 主な内容に つ い て は資料2ペ ージに記載 し て い ます。

灘廴痙ヨ
鏖灘 雛 ，塵 画

資料 2ペ ージ

「貸金 業の 適正 化」 に つ い て は 貸金 業に 特別 な法規制で は な く、証 券の 金融商品取引法 の

分野 で も参入 規制が あっ た り、業界の 自主規制金利や行為規制の 強化、業務改善命令等 が

あ ります 。

　今回 の 改正 で 貸金 業固有 の 規制 と し て は 、
い わ ゆ る総量規制の 導入 、上限金 利 の 引き 下

げが あげ られ ます 。 量 の 面か ら と価額 の 面か ら強 い 規制 を課 し た こ と が 、特殊 な規制 と言

われ る由縁 で す。

　当時 の 法担 当者 の 著作等 に よれ ば、基本的に 借 り手側 に収入 の 範 囲で 返 済で き る額 し か

借 りな い と い うよ うな リテ ラ シ ーが もともとあ り、貸 し手の ほ うに もそれな りの モ ラル が

あれば、市場 メカ ニ ズ ム に委ね て い て もたぶ ん大き く社会問題 になる こ とはなか っ た とい

われて い ます。また、確 か に借入 に つ い て 、　 「返せ な い な ら借 りるな」 とい うこ とは 正 し
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い の ですが 、 借 り手 の リテ ラ シ
ー

がなか なか 向上 しない 中で 、 貸 し手 に対 し強制的な規制

を課す しか こ の 問題 をす ぐに解決す る方法が なか っ た 。 こ の 規制の 導入 に よ り 、 実際に返

済で きる人に まで 貸せ な くなる の で はない か とい う副作用に つ い て 言われ るが 、そ の 副作

用が
一

定程度生 じ る の はやむ を得 ない とい う判断で あ っ た と、当時の 立法担 当者 は述べ て

い ます。

　結局、こ の 副作用 の た め に信用収縮 が進 ん だわ けで すが 、誤解を恐 れず に 申し上 げれ ば、

こ れ は改革の 副作用 とい うよ り、こ の 法律の まさに 改正 し た時の 目的そ の もの で あ っ た と

も 当時の 立法担当者 は述 べ て い ます。

1一 改・貸鎌 法・ 施行・ケジ・
一

・

　 　 　 　 　 　 　 〔19年 1
  罰則強化

  取 立規制 強化、

  貸金 菜 務取扱主 任者 制度

  財 産的基 礎要件 引上 げ

  事 前餮 面交付義 務 の 導入

  総 量 規制 の 導 入

  上 限金 利の 引下 げ 等

布
月20副

　 施行
〔19年 12月】9日｝

2 年 半以 内
　 一ヘー＿ 髪頻 虻

厂 ．−1、

1 か 月後
1　 20日；

lr覇 雨 】糊 ・劃

自主規制 ル ール 強化 ）など

貿協 試 咳笶施
蹴

制度

げ

即 o簟万 「『

へ弓よ rf

5コ臼コ万 F｛へ
弓上 げ

耶舸嘗豆査
’・

藁揚 の 勇 入

導入

　 揃 と哩鞴 情韓機聞

制慝の諜入 緬 定孵 斛
総 鑑 籏 ↑」

の 曜入

よ眠愈季．の
雪 下 げ 等

資料3ペ ージ

　そ の
一方 で マ ク ロ 経済 的な視点 で 言 え ば、少子 高齢化 が進 む 中で 日本経済 全体 の 貯 蓄

が 必ず少 な くな っ て い き、お 金を借 りる局 面 が増え る と考えて い ます。そこ に、今回の 貸

金 業法改正 で こ れ ま で の 規制法 か らい わ ゆる業法に 変え、ひ とつ の 業態 と認識 し て 資金供

給 の 担 い 手 と し て 期待す る理 由が あ り ます。金 融市場 の
…

翼を担 うとい う意味で 、 貸金業

者に対 し て期待 し て い ます 。
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　次に資料の 4ペ ージ以降に な ります が、実際に貸金 業 を取 り巻 く環境 は ど うな っ て い る

の か とい うこ とを説明 し ます。

金融庁・財務局・
日本貸金業協会における1 日あたりの 相談 ・苦情件数の 推移

件

35U

300

z50

200

150

100

50

「
（璽 ウ

0

　 4 月　 5月 　 6 月　 7月 　 8 月　 9 月　 10 月 11 月 12 月　1 月　 2 月　 3月 　 4月 　 5月　 6月
　 22 年 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 23 年

（注） 1月 か ら2 月の 増加の原 因 は 、日本 貸金 業協会 に寄せ られた苦情
・
相談に おい て、特定 の協 会 員 が発 信 し

た顧 客向けの 案 内文 書 に 閲す る問い 合わ せ が急 増 したことによる．

　　　　　　　　　　　　資料 4ペ ージ

ま ず、苦情・相談件数です 。
こ れ は金融庁 ・財務局

・
日本貸金業協会 に寄せ られて い る、貸

金 業にお け る 1日当た りの 相談 ・苦情件数の 推移です。

　ご覧い た だ くと平成 22年 SE 、6H に相談が少 し増えて い ます。 こ れ は 改正 貸金業法施行

前 に い ろ い ろ と周知 ・広 報活動 を行い ま した の で 、そ の 関係 の 問 い 合わせ が増 えたの だ と

認 識 し て い ます。完全施行後の 7月以 降は落ち つ い て い ます が、年明 け の 1月 、2E に 苦情

の 相談が少 し増えて い ます。 こ れ に つ い て は、武 富士 に つ い て 、2．月ま で に債権届出を行

う関係で 相談 が 1月 、2月 に増えて い ます 。 全体 をな らして みれ ば、総 じ て落 ち着 い て い る

状況 に ある と考 え て い ます。
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次に資料5ペ ージを ご覧くだ さい
。 貸金業者の 数 に つ い て です。

貸金 業 者数の 長期的な 推移
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の
4万7，504 業者 で、改正貸金業法施 行以前から業 者 数はかな り

少 傾 向 にありまし た。 業法の 施行 も拍 車 を かけ て いる と思いますが、平成 23 年8 月では2 ， 4

件と、 20 分 の1 近 く に 減少し

います 。 　 資料6 ペー ジを ご覧く ださい。 貸金 業者 数の中 で財務局 登録、 都道 府 県登

に分 けて 業 者数を

し て います 。 乎峨 20 年
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財務局登録 とい うの は 、
二 つ の 県以上 にまた が っ て営 業所が ある場合 、都道府 県登 録は 、

一
つ の 県内 に営業所が と どま っ て い る業者で す 。 平成 20年 4月 と23年8月 を ご覧い ただ く と 、

どちらも減 っ て い ます。財務局登録 は 6割 ぐらい で す が、
一

方で 都道府県登 録 は半分 ぐら

い で都道府 県登 録の 数が若干 減 っ て い ます。 これは参入 規制の 強化で 資本金等の 引き上 げ

があ りま した の で 、 そ の 影響もある の で はない か と思 い ます 。

’

　資料7ペ ー
ジ は貸金 業協会の ア ン ケ

ー
ト調査 で す が、今後、貸金 業の 事業 を ど うす るか

に つ い て 昨年 の 11月に ア ン ケー ト調査が行われた もの で す。
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1

　　　　（＊）本 設 問 の対 魚は、an　43 にて 「新たな貸付を俸止する亅「庚業するjを選んだ 画警者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料7ペ ージ
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一

74％あま りが こ れ まで どお り継続す る、16。7％は継続す るか ど うかわ か らない
、

8．7％が
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継続はす るけれ ども新た な貸付は しな い と回答して い ます 。 事業継続が 困難 、 新規貸付 を

停止 し た 理 山に っ い て 、一ヒ限金利 引き下げに よる収益の 悪 化 と回答 し て い る会社 が 66％、

総量規制の 導入 が 56％、そ し て利息返還請求の 負担 が重い とい うの が 30％ とい う結果に な

っ て い ま す 。

　資料8ペ ージの 金 利水 準 の 推移 につ い て は、ま だ業務報 告書が ま とま っ て い な い の で総

量規制が施行 される前の 平成 22年 3月の 数字 とな っ て い ます。

消費者向無担保貸付 残高の 平 均 金 利の 推移
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　嵐 17B1

−一．
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▲ 17．33．．．一．
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．
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

L
◆ IE ．31

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
　 　 　 　 HI93 　　　　　　　 H203 　　　　　　　 H213 　　　　　　　 H223

c出簾 〉菓務 報告書に基づき作 成。

資料 8ペ ージ

上限金利 が引き下 げにな る前 も、引き下げ自体は決 ま っ て い た の で 、それ に 向け て 金利 の

引き下げが行われて い ます。

　先ほ ど貸金業者 の 数が 減 っ た とい う話 を しま したが、資料9ペ ージは貸付残高 の 推移 を

消費者向け貸付残高 と事業者向け貸付残高に 分 け て 記載 して い ます 。

貸 付残葛の 推移

；h費賓向、弔策新向別 の 賀付 残高 略 年度弐 ）

匸単 笆 1躔・二5）
平戍 日 年3月宋 平．邸 2峰3月末 半 御 3年 3月 茉 甼、宣 14年3月宗 平流 15 年 3角末

；肖費省向貸付捜高 τ63．954174 ．778188 ．292201 ．196
「

200．47D
事墾 者向責付獲高 381，354301 ．598256 、831

一
236959

　一齟
267．466

合　　　　計 545 ，3D94 ア6．376445 ．12343B ．15446 ア，937

平 成 16年3月末 平成ワ寛 3月末 平廐19 年3月末 平 成 19年 3月末 甲 威 20年 3月 束

消費嶺向路 【1残高 196 ．5501gs ．鰻 L209、0052D3 ．053179 ，191
事 策 古 向 貨 帰 藻 高 271．489234 、9321204 、853　　　　． 233，674

一」」一一
　 235 ．707

合　　　　計
　　　　34

δ8，040 　 　 　 　 1433、505　　　　1413 β581436 ，7274 】4898

平 成21 年 3月 末 平 成 22茸 コ臼 末

消費者 向 貨母 殖 高 1572al126 ，4ア7

＄ 呈 賓 向 買 付 残 置 221，186172 βBO

奮 　 　 　 　 計 378，467299 ，357
／／it 〕 置 fi築書 t・ら裂 跼 1れ た嚶 陽転 告 魯に暴づき伶、虞．匸．r2 ／各賞「ト残を唾．伊同」昌f切tt／臼Cている、

資料 9ペ ージ
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平成 11年 3月をみま す と事業者向け貸付残高の ほ うが 消費者 向け貸付残 高に比 べ て 多か っ

たわけです が、平成 12〜14年 くらい か ら、そ の 差が縮ま っ て きて い ま す。こ の 頃は商工 ロ

ー
ン が社会 問題 化 した あた りです。商工 ロ

ーン 業者 向けの 貸金業法の 改正 が行 われ、そ の

影 響で事業者向 け の 貸付が か な り落ち て きた と考 え られ ま す 。 そ の 後、18年 3A 時点で消

費者 向け と事業者 向けが逆 転 して い ますが 、こ れ は多重債務問題 が顕在化 した時期です 。

その 後、多重債務問題 を解決す る 目的 で 消費者向けの 貸付 に対す る規制が厳 し くな り、22

年 3月 に はまた事業者 向け貸付 と消費者 向けの 貸付の 差が出て きて い ます。

　資料 10ペ ージを ご覧 くだ さい
。

こ れ は金融庁 が今年 の 4月 にイ ン タ
ーネ ッ ト調査 会社 に

委託 して 行 っ た調査 で す。

貫金 業利用 者に 関す る調査結果概 要 （平 成 23 年 4 月実施〉

1
1．改正 貸金菜法完全施行後に貨金業者に 借入 れ申 し込 み を行 っ た者の 借入れ の状況

　 （ベ ー
ス ： 3 年以内貸金 業か らの 慌入れ経験者 ）

　　全 て 希望通 りの 金額で 借入れ がで きた

　　希望通 りの 金額 で借入 れがで きな い こ

　　とが あ っ た

　　借入 れが で きなか っ た

注）22年 3 月 実施調査 で は、過 去 3 銭 以 内で の 希望通 りの 借入 経験に つ い て 、22年 11月 ・23年 4 月実施

　 調査で は 、完全施行後の 希望遜 リの借入 経験に つ い て 、調査を行 っ で い るc

2 ．1 、に おい て 、希望通 リの金額で 借入 れがで き なか っ た 者 の 対 応 （懲 堅答 〉

支＿ ＿ た 　
22

鷲 租職 塵 悸
年 4儺 1

．
：］互藍 月瓢 22年 1i籐 施

．
23年

．
4
．
月 実施

で きた　　　83．2％　　　　　69，ア％
　　． 「．．

ア44 ％

… …縢 　羸 一
．15．β％ ．．・．
　　．「广ゴ

⊃ ：，》 」．一 ，。 一 110．1％

　　親類 ・友人等か らの 援莇・惜 入れ　　　　 36、9％ 　　　　
广
24．0％

．　 ；
：
．’胃 ＝

　　ア ル バ イ ト等 に よる収入増加 に努めた ．　 16．4％ 　　　　 13．0％

tt／，・，S，i−・k…一・1・一一，，．．
i

ill，≒ 盞 灘
一 簿巽

1

雛

　 注） 1 ．と同様

3 ．ヤ ミ金 の 利用経験の ある者の 割合 （ベ
ー

ス ； 3 年以 内に 貸金業者か らの 借入 経 験が あ り、現
　奄債ム残藁擬残2 て い る者 ）

　　 ．＝ ］箆奪互饌 施

　　 ＿．．＿．＿＿．＿＿
　　 貴．．．：．．．．．．．．．．．．．
　1全体　一 ．　．．．．．．　．　．．　．．．．．．．．．．．

4 ．総 縁 規制 抵触 者 の 割合 （ベ ー
ス ； 3 年以 内 に貸金 業者か らの 借入経験 があ り、現在借入 残窩

　が 残 っ て い る 雪 ）

6％．．

9％．．
．1

．广．ゴ广．
3％ ．π．．「．曲」岫
9％ ．．．　　 广广「閏
2％

．
　　　i广广
1％ ．』

年 3 月奚施 22年 11月実施 23年 4
「
月羹飆

6，5％ 1，5％

　　　　　广．．τ．一．」 ．．．
　 4Ji％

广
　 　 　 　 　 ．；＿

2，了％ 1．5％ ．
2，1％ ．．

3，8％ 1．5％ 3：0％
．
1．．．尸

L　　　　　　　 22年 3月実施 22馴 月i聾 靉 コ　　　　　　　　　　　　r一尸广
貸金 業者 に借 入残 高 あ り　　　　　　1　　2邑 5％　　　　　　．．「．ゴ．．．．．．广ゴ广「广广「广「 26．ア％

　　耐」−126
、昼％ ．

．

44．0％
：．・…
　 　 40，4％　　　 尸

糶蠶締 誌 ⊥li：纛 18．2％ 　　　　　　　　　　　　
．
22．9％　　　　　　　　　　 」

　注〉「総量規 制抵触 者」は．収 入と借入残高の観点から、新たに倩入れ を行 うと総量規制に 抵触する＃を集計。

5　制度
・相 談窓 口 に つ い ての 認知 度 （ベ

ー
ス ；

1
借入れ経験者 ・未経験者双 方）r 「「 「

22年 3月実施 22年 11肢 施 「…
貸金業 法が改正 された こと 52，2％

　 　 　 　 　
‘
一

．．呂4・o％ ＿ L．
財務 局 ・自治体に設置されて い る多重

i債務相 談窓口

　　　　一

50，3％ 39．4％

．
．

　　　　．一．．．．．一一 噛．「11了「．．』一一 一一．．．．

．743 ％

．
爭6s°1・

資料 10ペ ージ
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総量規制の 結果 、 借入が今ま で どお りで き て い るか 、 で きて い な い か を調査 しま した 。 希

望 どお りの 金 額で 借入が で きなか っ た 、ある い は借入が 実際に で きな か っ た と い う人が 、

合わせ て 25％程度い ます。そ うい う人 々 が どうい う対応 をとっ たか とい い ます と、支出を

控 えた
・あ きらめ た と い う人 が 49％。親 類 ・友人 か らの 援助 ・借入 を行 っ た とい う人 が

25％。 ア ル バ イ ト等 に よる収入 増加 に努 めた とい う人 が 16％、と い う結果 に な っ て い ます 。

　 もう
一

つ 、これ は資料 が な い の で す が貸金 業者 を取 り巻 く現状 に つ い て 申 し上 げた い と

思い ます。平成 18年 1月 に最高裁で 、利息制限法 の 上 限を超 え る部分に つ い て 、期 限の 利

益喪失条項が ある揚合 に は、特別の 事情が ない 限 り任意の 支払い とは 認め られ ない と い う

判決が出 ま した 。
こ れ を機 に過払金 の 返 還請求が非常 に多 くな っ て い ます。特 に消費者金

融専業者を 中心 に過払金返 還 の 負担 が重 くな っ て い ます 。

　過払金 返 還請 求に つ い て は 、平成 22年に入 り18年 の 最高裁判決 の イ ン パ ク トが減 り、だ

ん だん 減少 し て い ま したが 、昨年、武富士 が会社更生 法 の 開始を中 し 立 て 、債権届出に つ

い て 通知 を行 っ た関係 もあ り、また請求が増 えて きま した。武富士 だけで は な く、同時 に

他 の 貸金業者に対す る請求 も増え る とい うよ うな現 象が生 じま した。武富士 の 債権届 出 も

1、2月末 で 終わ っ て い る の で 最近 は 再び減少傾 向に な り、落ち着き っ っ あ りますが 、我 々

と し て はそ の 動 向を注視 し て い きた い と考え て い ます。

　次に 、 監 督当局 の 貸金業者に対する行 政処 分に っ い てお 話を し た い と思 い ます 。 資料 11

ペ ージに貸金業者に 対す る行政処分 の件数が 出て い ます。

　上 の 欄 が財務局 登 録、下 の 欄 が都道府 県登 録、
一

番下 の欄 は両者 を合 わせ た もの で す。

平成 16年度 か ら の 統計で すが、平成 16年 の 行政処分 の 件数 は 1
，
612件だ っ たの が 、昨年度

は 99件に な っ て い ます 。
こ れ は貸金業者 の 数が減 っ て い る こ と ももちろん あ ります が 、そ

の 減 り方以上 に行政処 分の 数が減 っ て い る と思 われ ます。 貸金業を業とみ な して 業法を整

備 し、自主規制機関で ある貸金 業協会等 も作 っ た結果、全 体的に法令 を重視す る と い っ た

体制 が以 前 に比 べ て整い つ っ あ る と考 えられ ます。こ うい う傾 向が
一

層 強ま ればい い と

我 々 は期待 して い ます 。
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貸金業者 の行 政処分件 数 の 推移
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　　　　　　　　　　　影録取消し　
．

．一．一．．一玉坦狸臣ll塗箆製爺・1素窮 器 条の 崎9 萄

　　　　　　　 所 範
．
不 明

．
薔 の 登 踰顯酒 し

454507651 　　　183．．
　　　324

．一．．一一．．一一．
　　　　　　　　　　　　　　　　．．．．．．．．
q6 規制這 第〕e条 ，法 節 24魚の ‘の〔i｝一幽．

　　1514i

　　l473i．．．一．．一一
　　　154

．．．一

82．　　　 85

281　　 　 196

144　　　151

507　 　　 459　　1

131 　 　　 57

47　　　　 6一一1 …一
＿ ト 「 ヒ

処 分 件 数　汁 1，612． 1L596
旨　　　　　6 ¢ 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　243　　　　　　　99

c；lt ］ 財務 局 ・都道府 県 か ら の 提 艮1賣料 に 基づき作 成 ，
〔油 2〕表 iP の 「旧粳制 法 」とは 、貸 翁第 の 規制 等 に 関す る法律 の ： と で あ り、r法 亅と 1よ貰 金 案 決 の こ b で ある，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 資料 11ペ ージ

　金 融庁 の 行政対応 と関連 して 、 資料 12
、

て示 し て い ます。

13ペ ージ に ベ タ
ー ・レ ギ ュ レ

ーシ ョ ン に つ い

1．金融規制の 質的 向上 （蒼を7
・
レギュ レー

ション ）の 4本柱

7．ル ール ベ ース の
一

．

とソ乞彑 2男〃・ベ ーヌ蠶 藁擁
一 ル

ー
ル ・ベ ース の 監督とプリンシプル ・ベ ー

ス の 監 督とは 、二 者択
一

で はなく、相互補完 的

2 ．　
重 ヨ

の 　　
籾 i−

　 一 深刻な問題がひ そ ん でい る分 野 ．将来 大 きな リス クが 顕 在化する可能性が ある分野 を、先 を

　　　 見越してで きるだけ早く認識し、行 政資源を効果的に投入

ag 　 w w A．tu a4　 ti　 ブtVSas
　 一 各金融 機関 自身の 創 意工 夫の尊婁、イン センティブを内包した仕 組み ・枠組 み の 導入 等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
’
蕎

4．t騨
　　・

・，の 　ff　 i　 ：U／1fi　　 の 々 Lと　　　　　　　　　　　　　　　 韃

一 ・ 肋 ・・ 灘 講 慨 … 欄 応・・つ 畷 ・・麟 … た予 驥 性を 向・ 1
　　　　　

．．．・．・．一・一一．　　 t．一一　　　　　　　．　 ．・．　　 ．…　　　tt．・…一 ・・　　　　　　 一　塁

資料12ペ ージ
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4年程前 か らベ ター ・レ ギ ュ レーシ ョ ン に 取 り組ん で お り、資料 12ペ ー
ジは ベ タ

ー ・レ ギ

ュ レーシ ョ ン の 4本 の 柱、資料 13ペ ージ はそ の 柱 を実行す るための 当面の 取 り組み で す。

2． 当画 の 5 つ の 取 組み

　 　 　 　
tttttm−−’tf’m−’tt

　 　　　 　　
t’．t

　　 　　 　　　 　　　
　
　 　　 　　　 　　

’tttttttttttttttt’
　 　　 　　　 　　 　

　
　　 　 1

1．金融機関等との 対話の 充実　　　　　　　　　　　　　　　 護

一
明 確な問騰 ・基・。 た対 ：、。 実 践鎌 な蠣 琳 ル の 構醵 　 　 　 蓊

一．、、、一．＿＿．　 ．　 ．　　 ．　 一．＿ ．可　　 ．一＿一．、−　　　　　　 t．＿＿．．　　　 一．．一一窪

2．情報発信の 強化

　
一 検 査・監督 の 方 針・行 政 対 応 扇例集 等の 積 極的公 表やノーア クション レ ター制 度の 活用、内外 の

　 講演 会・意 見 交換会・出版メディア など多様なチ ャ ネ ルを通じた情報発信 等

薯船
壌

慰
藁

3．海外 当局との連携強化

　 一 国際 的な規制・監督 の 整合 性の 確 保、グローバ ル な動 向に つ いて の 情 報共有 や連携 の 促進

4．調査機能の強化 による市場動 向の 的確な把握

　
一庁内 の 調査機能の強化、市場関係者・

日本銀行
・
外国監餐 当局等との対 話

・
連携の 促進 等

塵 欝 臨 一 一

咽」
『

蠻
三．
瑟凵
襲
篝
動

で

資料 13ペ ージ

こ れ は主 と して 預金 取 扱金融機関、保 険会社 、 証 券会社、金融商品取 引業者 に 当て は まる

部分が多い の で すが 、もち ろ ん貸金 業者 との 関係 で もベ タ
ー ・レ ギュ レ

ーシ ョ ン が定着す

る こ とを我 々 とし て は期待 し て い ます。

　 そ の 中で 、4本柱 の
一

つ 目に ル
ー

ル ベ ー
ス の 監督 とプ リン シ プ ル ベ ー

ス の 監督 と い うの

が あ ります。基 本的に、すべ て の 行 い を法律〜施行規則で 縛 るの は困難で す。そ の よ うな

こ とを し な くて も行政 と業者 との 間で 考え方 の 共 通 の 土壌がで き て い れ ば、法律、L の 明文

規定が な く て も適切な 業務運 営 を確保 で きま す。こ れ はイ ギ リス の UKFSA で 導入 され た 考

え方で すが 、 日本に お い て もベ タ
ー ・レ ギ ュ レ

ー
シ ョ ン が 根付 い て い けば い い と考 えて い

ます 。
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日本貸金 業協会の 活動状況が 資料 14〜16ペ ー
ジ に書かれ て い ます 。

日本貸金 業協会 の 具体的な 活動状況 （5 月 31 日現在）

  自主規制基本規則等 の 制定 ・協会員の 法令等遵守

  相談対 応 ・苦 情処理 ・紛争 解決

画
、貸

資料 14ペ ージ
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  広告審査 ・業務相談

1　 広告・出稿審査 （個人 向け無撫保無保 証貸付 けに係る広皆が対象） （H22 年度

1， 812件）や広告モ ニ タ リ ン グ調査を実施 （H22 年度 34，132件）。

　 また、広 告関係団体等との 連携強化 を推進 （民放連との情報交換等〉するととも

に 、広告会社に 対 して 、協会員の 広告適正 化及 び非協会員や カー ド現金化等の 不適

正 広告是 正 を瑣的と した研修 を実施 （H23 無 2 月〜3 月）。

丶

2　協会 員か らの 業務相談 （H22 年度 9，098件 （法令等の 解釈 5，470件、広告勧 誘等

1， 411件、露式類関係他 2，217件））に つ い て は、協会の機関紙に問合せ 内容を踏ま

　えた Q＆ A を連載 し、法令等の 正 確な理解等を促進。

　 なお、現 在、間合 せ と 回答を体系的に集計 して お り、FAQ 等の 形で 協会員へ の

指導に活用す る予定。

  監査 の 鍵施

　　 t 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　

戸鏃 ぎ1響 錨 蕊欝 灘 浩 灘 籌縲
　　 務 に関する設問に対 し会員が 回答 。 必要に 応 じ添付資料を徴求）を実施 。

2 ．上 記の 監査 結果 に よる と、実地監査 に お ける指摘件数が減少 し、書類監査 で は概

ね良好 と思われ る会員が 8 割を超え るなど法令違守態勢や内部事務管理 態勢は改

善 。 なお、改善の 手 引きや指摘事例集等を全会員に 配布 し、一
層 の 改善 に 注力。

3 ．重大 な法令等違 反事案が判明 した場 合 には処分 を実施 。

4 　監 資 手法、監査 上 の 留意点 、監査 結果 及びそ の 改善状況等に つ い て 、 当局との 間

　で 慧 見交換 、情報交換 や各種報告 を行 うな どに よ り1連携を強化 。

  業務研修

1　外部か ら の 弁護± や 有識者等を講師と して 招聘し全国 9 地区 に お い て 、「完全施行に

係る業務よの留意点」 をテ
ー

マ に 業務研修会 （非会員含む）実施 （H22 年 7 月、参加

者合計 1， 960名 〉。

2 ．相談実務者 を対象 とした 「多重債務者に対す るカウ ンセ リ ング ・相談対応 の案務セ

　ミ ナ ー
」 を開催 （H22 年 6月、11月の 2 回、参加者合計 316名）。

資料 15ペ ージ
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  行 政協力事務

「　 行政協 力事務の 冥施 に当 た っ て は、国及 び都道府県と協会との 間で 協定書を締

結 し 、事務受付に 際し て 、協会支部で は 、作成相談や登録申講等に 関す る手続案

内 を実 施 。

　 2 　支部で 申請 ・届 畿轡様式の 配布も行 っ て お り、協rk　HP で は 、申請書 ・
届出書

　　 な どの 各種様 筑に つ い て手 引 きや 記 入例 を提供、各種様式の ワ ー
．ド版や ： クセル

轡
の ダウン 嚥 が 用意 さ懈 的な書類作成の 支援撫

  広報 ・啓発 ・調査研究

1　 改正 貸金業法の 完全施行 を円滑に 進め るため 、丁 〉 ・新聞 ・イ ン ターネ ッ ト等

の広報を重 点 的に実施 し、資金需要者の認知度を向上 。

2　消費者啓発の ための 小冊 子 （H22 年度 、 16万部）を作成 し 、 地方 自治体や消費

者セ ン ター
へ 無償配 布を行 っ たほ か 、 高校、大学、消 費者 セ ン ター、地方 自治体

等の 要 請を受 けて学生 ・一般消費者 等 を対象 と した講 師派 遣 ・出前講座 を実施 （H

22年 度 5

3 　 改正 貸

　公 表 。

  貸金 業務取扱 主任者に 係る試験
・登録

・
講習

。

資料 16ペ ー
ジ

もと もと各県に あ っ た貸金 業協会 が
、 日本貸金業 協会 と い う形で

一
っ に な り、 自主規制機

能 をよ り強化 し て 、自主規制基本規則 の 制定、広 告審査 、協会員に対する監査 の 実施、金

融ADR と い っ た活動 を して い ます。
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　こ の 協会の 自主 規制 と我 々 の 法規制 が、車 の 両輪 と して の 役割 を果 たす こ と を期待 し

て い ま す 。 具体的な 活動に つ い て は触れ ませ ん が 、残念なの は貸 金業者 の 協 会加 入率 が

60％で 、まだ 40％の 貸金業者が協会に加入 し て い ない こ とで す。加入 しない 理 由は、昨今

の 厳 し い 情勢の 中で年会費 が高い 等、様 々 で すが、社 内規則 の策 定支援を受 ける こ とがで

き る等、貸金業者に とっ て も協会加入 は メ リ ッ トが 大き い こ とか ら、加入 率が今後 向上 し

て い くこ とを期待 し て い ます。

　資料 18〜21ペ ージ はヤ ミ金 関係 の 資料で す。資料 18ペ ージ は 多重債務 問題 改善プ ロ グ

ラ ム の 資料ですが 、そ の 中で 取 り締ま り の 強化が あげ られ て い ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤミ金対策の 実施状潔 、　 ．．

1 ．「多重債務問題改善プロ グラム亅
・
（孩粋）

　【平成 19 年 4 月 20日　多重 債務者対策本部決定】

隊琴舮髞 爾 颪 藷り9死 7
−

『
……

二777 「 ・
・iや 鱇 艦 黼 局 は、ヤ ミ金喋 測 ・向 け輙 勳 を鶴 する・ 、　 　 ⊥

ゆ 騨 購 ・・鱒 ・・鰹 ・・ 魁 ・飾 瀚 ラ騨 鰈 痴 鮟
』

i
l鬻灘鬟禦驫認灘 灘野 町遡

分 を繊 i

じ靉灘避饗 邏遜劉
2 ．「借り手 の 目 線に 立 っ た 10 の 方策」 （抜粋）

　　　【卑成 22 年4 月 2 日 　貸金 業制 度に 関す る．プ ロ ジーT一ク トff一ム敢 りま とめ〕

「軒 蕪 蛋鯖薊 磊 「 ．
’

r
一一 … … …

一
一
Tm
− ’r’−lr

’”一
「

膝 靉瓢灘 婁離  莓撫
各

驚 騾 副
1．　 体

・
弁護± 会 ・旬抹 害出会等 め相談窓 口）．と都道府SR，警 察．との 連携 を進 め、最近 i

｝
』
：・ 織 醪・ ・向漸 斌 ヤ・

’

e … 騨 備 ・ を・ ・ ．

噛
．■

』
｝

iゐ 髀
・鑞 僻 の 閲係麟 が灘 し、イ ン ターネ ・ ト鵬 撚 纏 ヤミ蝉 痴

傑 灘 灘薦灘 霧驟 辮
鮒

∵1
・i ．一．警察・

鑼 劇 購 局）か ら金融黼 附 す観 晦 聯 」．腰 欝 ．’i
｛ 、噌 察 ・鰍 庁 （財黼 ）・灘 激 貸付瞬 晦 し頓 倒 電瀦 皆・ を実 i．
｝．

tt・施 ・　　　 、
・ ．　　 ．　 ＼

．
、　　

1
・
｝

膿 讖 欝 轡 糊 r畔獅
底 警

轡 i、
縫 鸞 資綴 灘 驚f醐 脚 ヤ ミ金

岬
等に

「

i墨 舞韈墜隅 1暼轡 讐讐鬟．

資料 18ペ ージ
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資料 18ペ ージ の 下の 段 に あ りますが 、我 々 は貸金業法完全施行に 向けて 「借 り手 の 目線 に

立 っ た 10の 方策」 をとりま とめま した。こ の 中段 に あ りますが、ヤ ミ金 に関す る情報 を入

手 した ら 、 例 えば金融機関 に対 して 口座 凍結を要請す る 、 警察か ら情報 を入 手 して 直接そ

の 業者に対 して 電話警告 をする、あ る い はイ ン タ
ー

ネ ッ ト上 で ヤ ミ金 の 勧誘 ら しきもの を

見 つ けた 時に は警察 を経 由 し て プ ロ バ イダーに 対 し 広 告削除の 要請を行 う、と い っ た取 り

組 み を行 っ て い ます。
一
背 前であれ ば、自らの 所管業者 で ない と手 を出せ ない の で警察 に

連絡す る とい っ た対応 に留 ま っ て い ま した が、法律 の 権限 を
一定程度超 えて い る部分が あ

る か も しれ ませ んが 、で き る限 り被害撲滅 の ため にやれる こ とはやる とい うこ とで 、こ の

よ うな取 り組み を行 っ て い ます。その 実績 は資料 19ペ ージ、資料 20ペ ージに記載 し て い ま

す。

　　　　　 （参考） ヤ ミ金被謇人 員等

Hl8年　 　　 H19年
　 ‘广一酊鷹
H20年

一
”21年 函　　　　　”

被害人員等 154511 人 148，543人
一一．尸「「「「■一闇「「一一
141，394人 94，211人 76， 575人

検挙事件数 323件 」 442件　 1393 件
｝’

検挙人員 710人 磯 莫⊥ 鑑 ．
1815

人 i755ズ
（注）「平 成 22年中に おける 生活経済事犯 の 検挙状況 等 につ い て 」 （警察庁 生活 安金局生活

　 経 済対策 管理 窟） よ り作成。

（参考）ヤ ミ金に 係 る苦情等受付件数 （単位 ； 件）

H19年度 ． H20年度 H21　年度　　　1　　H22　年度　　　1
14，942 14，243合

計 、 金融庁 LOOO 572
8，267「．了一．．一 一一一

　 362　　　．一．

　　ア，．139
　 　 　 363　
　 　1，571財 務 局 6，394． 4，669 2，299

都道府県 ア，548 9，002 5，606
　　　岫一・
5，205

（注）金融庁作成

（参考） 電話 警告の 霙施件数 （単位 ： 件）

田 9年度 H20年度 H21年度

　　　 目1」1
H22年度

金融庁 34 99 45 21
財務局 176 170 124 198　 1

都道府県 197 137 76 121

（注 ）
』
金融 庁作成

．（参考）
’
預金 口 座 の 不 正 利 用 に 係 る情報提供件数等 （単位 ： 件）

H19年度
1H20

年度

悋報提供件数　　　　　　　1 τ7、65322 ，672
強制解約等

．
i 切 0ア 8， 621

金融機関の

　　対応
利用停止 　［ 9，137

　　r一冖
12，051

調査

匠「翻
449

i
』

そ の 他 　　　　　　　 1，窓51
（注 ）金融 庁作成 （累計 ベ ー

ス で カウ ン ト）

資料 19ペ ージ

H21年度
27，09910

， 220
「

14，534
　 494L851

頸 を蕉釦
　 32，9ア6
「 ：
’
i
”
i
’
1
’
85218
，041

　 6822
， 401．
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金 融庁 ・財 務局
・
日本 貸 金 業協会 にお けるヤ ミ金相 談等件数の 推移

「li7峯

「
豊．

’、t：「
尸

1t”

・t 槻

　 　 　 　 1 し，．　 　 　 　 　 　 　 ・・、，　 　 　 　 　 　
「し一　 ．’　 　 　 　 　 　 　 1・．『「

※
1

錦 蛸 の ｛
Fi
致 はゴ螽融 リーヒ ス 利 耐 省相 ．爻1｛曇 受停 1∵ 二 しの を鈴 1洪 都 羃 く分頬 し1： しの

※ 2 臼 冫匁拓著尉 ノ桧 の 件 ε濡 月次の 公 焉 渊 痔 引摩

資料20ペ ージ

次に資料 21ペ ージを ご覧 くだ さい 。 ヤ ミ金 関連 で 、 ク レ ジ ソ トカ
ー

ドの 現金化 、
い わゆ る

ソ フ トヤ ミ金 とい うこ とが問題 に な っ て い ます 。
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News 　Release

平 成 22年 11 月 24 日

消　 　 費　　 者　 　 庁

「ス トッ プ iク レジッ トカード現金化」 キ ャン ペ ーンの実施につ いて

　 消費者 庁で は、こ の 12 月か ら、消費者 がク レジ ッ トカードの シ H ッ ピン

グ枠を換金 目的で利用 する こ とを止 めるよ う呼びか ける 「ス トッ プ iク レジ

ッ トカード現 金化亅 キ ャ ン ペ ー
ン を実施 い た します。

　具体的 に は、消費者庁ホームペ ージに特設ウ m ブサイ トを設け、岡崎消費

者担当大 臣か らの ビデオ メ ッ セージ を掲載す る とともに、ポス ター・チラシ

（別紙参照） を可能な限 り広 く配布 します。なるべ く多くの 消費者 の 方に、
ク レジ ッ トカ

ードの 現金 化は 結局は 返済能力 を超 え る債 務を増 大 させ る可能

性が高 い 上、ク レ ジ ッ トカード会 員規約 に 違反す る行為で ある こ と等 を周知

し、また、借入 や返 済で お悩み の方に は、ク レ ジ ッ トカードの現 金化 を考え

る前 に、専 門の相 談窓口 に相談するよ う呼 びか けます。

《主な取組み 例》

  消費者庁 ホーム ペ ージに 特設ウ ェ ブサイ トを設置 （12月 1 日）

  大臣か らの ビデオ メ ッセ； ジを特設 ウェ ブサ イ トに掲載 （12月 1 日）

  ポス ター5 万 部 ・
チ ラ シ 56 万 部を以 下 の 機関へ 配布 （12月上 旬発送）

　　　　● 地方公 共団体 （消費生活セ ン タ
ー、都道府県警察本部）

　　　　● 消 費者 団体等、公共職業安定所 （ハ ロ ー
ワ
ーク）

　　　　● 弁護± 会、司法書士 会、日本司法支援セ ンタ
ー

（法テ ラス ）、

　　 　　　 日本 貸金 業協会、日本ク レ ジッ ト協 会

問い合わせ先

　消費者庁政策講 鏤課

　　　 大森、河野

　電謡 ：03−3507−9186

資料21ペ ージ

こ れ につ い て は
一

概 に貸金 業法違反 と認定す る の は非常に難しい 面 が あ ります 。 個々 の 実

態や実際に行われ て い る ス キーム の 類型、関係者 が全 体の ス キ
ーム を認識 して行 っ て い る

か否か と い っ た 問題 もあ ります。単純 に どの 法律 の 適用をすれば とい うの は難 しい 面 もあ

りますが 、関係す る経済産業省 、 金融庁、法務省 、警察当局 と常 に連携 を と りなが ら様 々

な検討を行 っ て い ます。最後に 、多重 債務問題 の 関係で す 。 多重債務 に 関 して は 、資料22

〜24 ペ ージ に記載 し て い ま す。
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貸金業利用者の
一

人当たり残高金額 及 び5件 以 上 無担保無保証借 入 の 残高がある人数

19年3月末 2G年 3月宋 21年3月 末 22露 3月

　　　　　　　 …

　　　　　　　；
人 当た り残高金額 万 円 116．9 106．6 95．7

凹…一…

79．7

　　　　　　　　1
騰 朧 鷺酬 ・ 人

　　　　　　　　i
　　　　　　　　I

171　 「

　　　1

118 73 84

23年 3月末

67．1

　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 70

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ＿一＿＿」＿＿一＿＿
　 　 　 （出典｝戦 日 本悒m 精銀樋 構

　 　 　 〔1卦 平 成 2i年 昌 月未 ま で は 全 国信 用擠帽 セ ンタ
ー一

逗 tsA 槻 桝日本 僑艦 爾 蹴 櫛 の thfi・1’成 22年 3 月末以 1：1は 1筑，H 本信 用摘 罎機嵩 の情報並 び i二 同

　 　 　 社 と合 併 した   テラネ ッ ト及 び献 シ
．一シービーの 情 輾 に 基 づ くもの ．

　　　　　　　　　　　　　　　　　資料22ペ ージ

5件以上 の 無担保無保証 の 借入残高や、5件以上借入れ して い る場合 の 人数が 資料22 ペ ージ

に あ りますが、そ の 数字をご覧い ただ くと減少 し て い る こ とが おわか りと思 い ます。そ も

そ も多重債務者 を減 らす た めに総量規 制を行 い ま したの で 、こ の 数字の 減少は 改正 貸金業

法の 効果の
rt−一

つ だ と考え られ ます 。

　自殺者 の 関係 が資料23ペ ー
ジ に あ ります 。 多重債務が理 由 とな っ て い る 自殺者 も減 っ て

きて い ます。

　　　 自殺者に おける多重債務が理 由となっ て いる者の 推移

人

2．500

2．OOO

1．500

1、000

500

　 　 　 　 　 　 匣亜 1多剄 責務が理 由 となっ て い る者 僕 盛 互 軸 ｝

　 　 1．9フ3人 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
．
　

．
※全 自殺者 数 ：33．093人

0
　 　 　 平 成 19 隼　 　　 　　 　　 　 平成 20 年　 　　 　　 　　 　 半 成 2τ年

　 （出典〕聟察帰生 ；舌安全局生 活安禽企濁課 「平成 22 年中にお 1テる自殺の概要 責寧調／ 等

　　　　　　　　　　　　 資料23ペ ージ

一X一全休に 占める割 合 〔目盛 右 軸 ）

45 人

1．396杢

平 成 22 年

」

烏

8
守

ヲ

6

5

4

3

2

1

0
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そ もそ も多重債務 自体 を減 らす 目的で法改正 を行 っ て い ますか ら、それ を理 由に 自殺す る

人 も減る の は 当然 とい っ た 批判が あ ります 。 確か に 、 そ の 批判が 当た っ て い る と こ ろ は
一

部 あるか もしれませ ん。多重債務 を理 由に し た 自殺者 は減 っ て い ますが、家族や親戚 関係

と の トラ ブ ル を原因に す る 自殺者 は増 え て い ます。昔は 、多重債務で 自殺 し て い た 人が そ

うい うとこ ろ にす り代 わっ て い る の で はない か とい う意見 もあ ります。そ の す べ て を全 く

否 定する わ けで は あ りませ ん が、それ だ けが理 由で 家族 関係 の トラブル が増え て い る の か

と い うと実際の と こ ろ はわ か りませ ん。

資料24ペ ージ に 、多重債務 を抱 え る方 々 へ の 相談機会の 提供 に っ い て 述 べ て い ます。

借金を抱える方 々 へ 相談機会の 提供を充実させ るための施策

資料 24ペ ージ

相談窓 口 の 周知 に関 し、い ろ い ろ な形で 取 り組 ん で い ます。 自治体に協力を要請 し、メデ

イ ア を通 じた周 知 ・広報 を行 っ て い ます の で参考に し て い ただけれ ば と思い ます。

目新 し い の は 、資料 24ペ ージ （3）の 預金取 扱金融機 関 の 取 り組み へ の 大臣顕彰 で づ。

貸金 業者 の 数が減 っ て く る 中で 、消 費者金 融 マ
ー

ケ ッ トに つ い て 健全 な資金供給 を誰が行

うの か とい う議論が あ り ます。我 々 は もち ろん貸金 業者に対 し て も期待 して い ます し、あ

わせ て預金取扱金融機関に も消費者金融 マ
ー

ケ ッ トに進出 し て も らい 、金融商品 を提供 し

て もらい た い と期待 して い ます 。 そ うい っ た 取 り組み を行っ て い る信金や信組 を大臣顕彰
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して い ます。

　私 の 説 明 は以 上です。最後 にな りますが、改正 資金業法 を完全施行 した後 、それ が 円滑

に実施 され て い くた め に 、 金融庁 は副大臣 を座長 とす る改正貸金業法 フ ォ ロ ー
ア ッ プチ

ー

ム を設置 しま した 。 こ れ ま で 5回 開催 して い ます が 、 6月 に開催 した 時点で い ろ い ろな所か

ら ヒ ア リン グを行 っ た結果 、 現時点 で 改正貸金 業法に つ い て 直ち に見直すべ き点 は な い と

認識 し て い ます。た だ し、これ は現時点で の 評価なの で 、今後 も苦情 ・相談等様 々 な状況

を フ ォ ロ
ー

ア ッ プして 、引き続き改正 貸金業法の影響 を注視 し て い きたい と思 っ て い ます。

　
一方で 、改正 貸金業法に導入 され た規制 の 中で 、 先 ほ ども申 しま したが、貸 金業者 の 取

り組 みに関 して い うと、 コ ン プ ライ ア ン ス 面 も含め総 じて 適切な 対応 を して い た だ き、我

われ と し て も
一

定の 評価 を し て い ます。改正貸金 業法の 第 1条に 「貸金 業が我 が国 の経済

社会にお い て果たす役割に か ん がみ 」 、　 「国民経済の 適切 な運営に資す る こ とを目的 とす

る 」 とい っ た文 言 があ ります。

　貸金 業法で は、貸金 業者をわ が 国に お け る金融市場 の 重要 な担 い 手 の
一

つ と して位置づ

けて い ます。経営環境的に は厳 しい と思 い ますが 、改正貸金 業法の 趣 旨を踏ま え債務者の

保護 と貸金 業者 の 発展が 両立す る こ とを期待 し て い ます。

※本稿は 2011年 10月 1日 に行 われ た 、第12回全国大会で の 報告を要 約 した も の で ある 。
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